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外 因死 の疑 い で司 法 解 剖 とな っ た 内 因性 急 死 の2例
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緒 言

異状死体が病死か外因死 かの判 断は医師に しば し

ば求 め られる極めて重要 な判断であ り,各 種保 険が

発達 した今 日,こ の点が焦点 となった民事 紛争事例

が報告 されるよ うにな ってい る1).ま た,交 通事故 に

関連 した死亡や就労中の死亡 では,死 者が外 因死 で

あれば関係者が業務 上過失致死罪 に問われ る可能性

があ り,安 易 な判断は社会 的に看過で きない.

岡山県 におけ る年 間異状死体数 は,平 成9年 まで

は緩やか に増加 していたが,平 成9年 か ら10年 にか

け ては約1,400体 か ら1,650体 へ と急激に増加 し,そ

の後 は1,600～1,700体 で推移 して いる.こ のよ うな

異状死体数の増加 と共 に,異 状死体 に 占め る病死の

割合 も増加 してお り,平 成12年 には約50%と なって

いる(岡 山県警察 の統計 による).こ こか ら計算す る

と,岡 山県下 で毎 日2～3例 の病死体が異状死体 と

して扱われているこ とにな るが,こ のよ うな事例 の

中には,交 通事故 として認知 され るもの,言 い争い

や喧嘩 の後に突然死 した もの,就 労 中に死亡 した も

のな ど,病 死か外因死かの法 医学的判断が社 会的に

重要 な意味 を持 つ ものが少 なか らず含 まれてい る.

そこで我 々は,最 近司法解剖 で経験 した2例 の 内

因性急死事例 につ いて概要 を報告 し,法 医解剖 の現

代社会 におけ る意義につ いて考察 した.

事 例1

事例の概 要

死者は56歳 の男性.岡 山県内の国道上 で,死 者 の

運転す る軽 自動 車 と対 向す る トラック との正面衝突

事 故が発 生 した.約10分 後に救急車が到着 した時点

では,死 者はすでに心肺停止状 態で,近 医に て死亡

が確 認 された.死 体 の外表検査 では死因 を特定 で き

ず,ト ラック運転手 に対す る業務上過 失致死被疑事

件 として司法解剖 が行 われた.死 者 は生前,高 血圧,

糖 尿病,狭 心症,高 コレステロー ル血症 な どを指摘

され,投 薬治療 を受け ていた.

主要解剖所見

身長160cm,体 重62kg.眉 間 に極め て軽微 な表皮剥

脱 を認め る以外 に損傷 はない.内 景 では,心 臓 は420

gと 重 く,左心室 の諸処 に大小 の線維化 巣 を認め た.

特 に左心室側壁か ら後壁 にか けては8.0cm×7.5cmの

大 きな線維化巣が広が っていた.左 右冠状 動脈 は高

度 な内腔狭窄 を伴 って著明 に硬化 してお り,狭 窄程

度 は左冠状動脈 で約75%で あ り,そ の前室間枝お よ

び回旋枝並 びに右冠状動脈 では最 も狭 窄の強 い とこ

ろでそれ ぞれ約80%,約60%,約90%で あ った.ま

た右冠状動脈の一部 では,長 さ1 .5cmに わた って動脈

壁 に付着す る血栓 を認め,一 部分 ではほぼ内腔 を閉

塞す る大 きさであった(写 真1, 2).ま た,こ の部
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の血流支配領域は,左 心室側壁から後壁にかけての

線維化巣に概ね一致 していた.

組織学的所見

肉眼上の線維化巣は,組 織上はほぼ完成 した瘢痕

として認め られた.右 冠状動脈の血栓 は,一 部では

器質化 してほぼ内腔を閉塞 し,こ の部では再開通像

を伴っていた.ま た,別 の箇所では新鮮な血栓の形

成 も認め られた.肺 は浮腫および欝血が著明で,肺

胞腔内には心不全細胞が出現 し,ま た肺静脈壁は肥

厚 して い た.腎 臓 では糸 球 体 硬 化 が 著 明 で,

 Kimmelstiel-Wilsonの 結節 が多数認め られ た.

剖 検 診 断

左 心室後壁 には 巨大 な陳 旧梗塞 巣が ある ものの,

心筋に新 しい梗塞 巣は認め られなか った.し か し冠

状動脈 主要枝 の全 てに高度 な内腔狭 窄があ るこ と,

及び右冠状動脈 には内腔 を完全 に閉塞 して いたと思

われ る血栓 が認 め られた ことか ら,死 因は冠動脈 血

栓 に よる心筋梗塞 とした.

写真1　 左冠状動脈前室間枝の硬化及び狭窄(第1例)

写真2　 右冠状動脈の硬化及び狭窄部の血栓形成(第1例)

事 例2

事例 の概要

死者 は66歳 の 男性.某 集会の席 で被疑者 と口論 に

な り,背 後か らパ イプ椅子 を投げつけ られ た り,胸

ぐらを掴 まれ る等の暴行 を受け た.第3者 が仲 裁に

入 り死者 と被疑者 は一旦離れたが,椅 子 を投げつけ

られた約2分 後 に,死 者は突然崩れ落 ちるよ うに し

て床 に倒れ た.直 ちに心マ ッサー ジを行 い なが ら病

院へ搬送 し,病 院において も約1時 間の蘇生術 を行

ったが死亡が確 認 された.死 者に対 して被 疑者 が椅

子 を投げ た事 実があ ることか ら,傷 害致 死被疑事件

として司法解剖 が行 われた.死 者 は生前,肥 満,境

界域高血圧,高 コレステ ロー ル血症,低HDLコ レ

ステロール血症 を指摘 されていたが,虚 血性心疾患

の病 歴は な く,胸痛発作等 を訴 えた こともなか った.

主要解剖所 見

身長163cm,体 重65kg.外 表 では右前額角部 に胡桃

大の軽微 な皮下 出血 を認め るのみ で,胸 腹部や体背

面に損傷 はない.内 景 では,心 臓は重 さ390g,左 冠

状動脈 は全般 に硬化が強 く,内 腔狭窄 は前室間枝の

強い ところで約70%,回 旋枝 では約60%に 達 してい

た.右 冠状動脈 には全般 に硬化が認め られる ものの

内腔 の狭窄 は認め られ なか った.左 冠状動脈 回旋枝

の狭窄部血管壁 には血栓の付着が認め られ,こ の支

配領域 に一 致 して左心室の前壁 か ら側 壁にかけて6.5

cm×3.0cmの 範囲は,心 筋が鈍 い光沢の ある帯黄色 な

い し小豆色 を呈 して軟 らか くなっていた.

組織学的所見

左 心室におけ る心 筋の軟化部 は,好 中球 浸潤 を伴

う壊 死巣 と肉芽組織 とが混在 していた.(写 真3)ま



内因性急死の2剖 検例　 243

た前乳頭筋にも肉芽組織の増生が認められるものの,

この部では炎症像 を伴っていなかった.左 冠状動脈

回旋枝の狭窄部には不完全に内腔 を閉塞する器質化

のない新鮮な血栓が認められ,肺 には少数ながら心

不全細胞が認められた.

剖検診断

死者の左冠動脈回旋枝に付着す る血栓は内腔を完

全には閉塞 してはいなかったが,心 筋には新 しい梗

塞巣が認め られた.そ の一方で心筋には肉芽組織も

認め られ,死 者には死亡前より心虚血発作があった

ものと判断 し,死 因は心筋梗塞 とした.

考 察

交通事故に関係 した突然死事例については,種 々

の報告がある.自 損事故後に運転者が死亡 して発見

された事例 としては,大 動脈解離(解 離性大動脈瘤

破裂)や 肥大型心筋症の事例が報告されており,正

しい死因の解明や,運 転中突然死予防対策の基礎資

料作成のために,法 医解剖の必要性が唱われてい

る2)3)4).一方,複 数の者が関係 した交通事故関連の死

亡事例では,死 因や死因の種類によって関係者の刑

事責任や民事上の補償問題に影響が及び得 るが,こ

のような観点に言及 した事例報告 もある5)6)7).

今回呈示 した第1例 は,死 者の運転する軽自動車

とトラックとの正面衝突事故 として認知 されたため,

トラック運転手に対する業務上過失致死被疑事件 と

された.し か し,解 剖の結果,死 者にみられた外傷

は死因には全 く関係 し得ない極めて軽微な もののみ

で,事 故は死亡の原因としては否定された.一 方,

心臓では高度 な冠動脈硬化 と広範な心筋の線維化が

あり,右 冠状動脈には内腔 を閉塞するような新鮮 な

血栓の形成 も認められた.こ れにより,死 因は冠動

脈血栓による心筋梗塞 と診断され,死 因の種類は病

死 と判断された.ト ラック運転手は 「死者の車がセ

ンター ラインを横切って対向車線に出てきて,異 変

に気づいて停止した自分の トラックに時速30km/h位

で衝突 した.衝 突時には死者は助手席に倒れ込んで

いた.」と供述していたが,こ の点 も「心筋梗塞 によ

る突然死」 という剖検診断 と全 く矛盾はなく,ト ラ

ック運転手は書類送検されることな く事件は処理さ

れた.こ の事例を法医解剖せずにす ませていたなら

ば,死 因並びに死因の種類を特定できず,ト ラック

運転手には 「業務上必要な注意を怠 り,よ って人を

死傷 させた者」の疑いによって,「 五年以下の懲役若

しくは禁銅叉は五十万円以下の罰金」(刑 法211条)

に処せ られる可能性を残すことになっていたのであ

る.法 医解剖によって トラック運転手の社会的立場

が正 しく守 られたことを示 した例 といえよう.

写 真3　 左 心室 前壁 に おけ る好 中球 浸潤 を伴 う壊死 な らびに

肉芽組 織(第2例, H.E染 色;×200)

諍 いのの ちに急死 し傷害致死が疑 われ る事例 は法

医実務 にお いて時に遭遇 し,ま た文献的 に も報 告が

あ る8)9).本稿 の第2例 もこれに類 す るもので,死 者

は被疑者 との 口論の後に,被 疑者か ら椅 子 を投 げっ

け られ,そ の僅か2分 後に意識消失 して死亡 した も

のである.こ の事例 で,投 げ た椅 子が死者 に当た り,

それが原 因で死亡 していれば,刑 法205条 の傷害 致死

に関す る規定(身 体 を傷害 し,よ って人 を死亡 させ

た者 は,二 年以上の有期 懲役 に処す る)が 被疑 者 に

適用 され るこ とに なる.ま た,仮 に椅子 が当た った

こ とが死 因には関係が ない として も,刑 法204条 の定

める傷害罪(人 の身体 を傷害 した者 は,十 年 以下 の

懲役叉は三 十万円以下の罰金若 しくは科料 に処す る)

に問われ るこ とになる.

捜査上 は,被 疑者が死者 の背後 か ら椅 子 を投 げ,

椅子 は死者の腰の辺 りに当たった とす る証言 と当た
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っていない とす る証言 との両者が あったが,剖 検 で

は死 者の背面に損傷 は全 く認め られ なか った.一 方,

心 臓では,左 心室前壁 ない し側壁 に,以 前 よ り梗塞

が反復 して いた所見が あ り,前 乳頭筋 に も肉芽組織

を認め た.ま た左冠状動脈 回旋枝 には血栓 の形成が

認め られ,そ の支 配領域 は梗塞 巣 と一致 していた.

これ らの剖検所 見 よ り本事例 は病 死 と判断 され,被

疑者 は傷害 致死 罪に も傷 害罪に も問われず,椅 子 を

投 げつ けた とい う暴行 罪(刑 法208条:暴 行 を加 えた

者 が人 を傷 害す るに至 らなか った時は,二 年 以下 の

懲役 若 し くは三十万円以下の罰金叉は拘留若 し くは

科料 に処 す る)だ けが成立 したが,こ れは法医解剖

が 司法の公正 な運 用 に貢 献 した典 型的 な一例 であ

ろ う.

今 回報告 した2例 は いずれ も虚 血性心 疾 患(is

chemic heart disease; IHD)で あった. IHDは 欧

米 においては死 因全体 の1/3を 占め てお り, 65歳 以

前の 男性 で5人 に1人,女 性 で17人 に1人 の割合で

罹患す ると考 えられてい る10).今日のわが国ではIHD

は死 因全体 の1/7に す ぎない11)が,食 生活の欧米化

に伴 いIHDに よる死亡 が欧米並 みに増加す る との

指摘 もあ る12)13).一方,虚 血性心疾 患の危険因子 とし

て高 コレステ ロー ル血症や糖尿病,高 血圧,肥 満等

が あ るが14)15)16),今回の2事 例 にみ るように,こ の よ

うな危険因子 を有 した人々が普 通に生活 し,車 を 日

常 的に運転 してい る事実 もあ る.異 状死体の増加 と

疾病構造 の欧米化 に伴 って,今 回呈示 したよ うな,

社会 的問題 を包含 す るIHDに よる急死例 は今後一

層の増加 が予想 され,法 医解剖 の重要性 は ます ます

高 まるもの と考 え られ る.
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Two judicial autopsy cases of sudden unexpected natural death
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Two judicial autopsy cases of sudden unexpected natural death were reported. In both cases it was 

suspected that the victims had died of a traffic accident or violent injury. It became clear, however, that 

both the cause of death had been myocardial infarction by the forensic autopsies and that the suspects had 

not been criminally responsible for the death of the victims. It is expected that sudden unexpected natural 

death whose cause and manner are unclear at first may occur more frequently following the increase of the 

number of death from ischemic heart disease in the future. In these circumstances the forensic autopsy of 

such cases will become more important socially.


